
低入札価格調査に係る調査内容について 

 

① 履行可能理由書        ・・・・ 様式第１号 

② 手持ち工事の状況       ・・・・ 様式第２号 

③ 手持ち工事位置図       ・・・・ 様式第２･１号 

④ 配置予定技術者        ・・・・ 様式第３号 

１） 雇用関係の確認が出来る書面 

 ※資格者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等に記載された 

所属業者名及び交付日 

２） 配置予定技術者の同種工事の工事経歴書 

 ※過去３年間の同種工事の経験実績 

⑤ 契約対象工事箇所と入札者 

の事務所、倉庫との関連    ・・・・ 様式第４号 

１） 工事資材の保管計画及び品質確保に関するもの 

 ※鋼材・塗装材料などの品質を確保する上での保管計画（屋外・屋内） 

⑥ 手持ち資材の状況       ・・・・ 様式第５号 

  １） 安全施設（バリケード、投光機等）、仮設資材（足場材、単管）の保管状況がわかる

もの（保管方法・保管責任者） 

２） 仮設材等をリースする場合はリース予定会社への注文書 

３） 自社の資材を使用する場合は、その品質・規格を保証する書面 

⑦ 資材購入先及び購入先 

と入札者の関係        ・・・・ 様式第６号 

１） 資材購入予定業者への注文書（仮） 

・ 資材購入注文書に記載される資材仕様条件書 

・ 納入期限を定めたもの 

２） 資材購入予定業者からの請書（仮） 

・ 資材毎の見積額（設計仕様、規格・品質の確認が出来るもの） 

※機器類資材において設計額と見積額との差が大きいものは製品製造メーカー等

からの品質を保証する書面 

・ 納入期限を定めたもの 

３） 下請け工事を予定している業者への注文書（仮） 

・下請け工事に附する工事の内容及び工事仕様条件書 

・下請け工事に附する工期 

４） 下請け工事を予定している業者からの請書（仮） 

・下請け工事の金額（設計規格・品質、仕様条件に係る下請工事費の内訳がわかるもの） 

・下請け工事に配置予定の専門技術者の名簿、資格を証明する書面 

・下請け工事の工期 

・当該工事に係る同種工事の工事経歴書 

※下請け契約に記載されるべき事項（工期・工程、施工範囲、変更条件、資材支給

条件、検査、瑕疵責任、不可抗力損害、紛争解決、支払条件）― なお、資材業

者・賃貸業者についても準じる。 

※必要に応じ下請け予定業者の同席を求める。 



⑧ 手持ち機械の状況       ・・・・ 様式第７号 

１） 使用機械が自社の場合は自主管理状況がわかるもの（車検証、点検表等） 

２） 使用機械をリースする場合はリース予定会社への注文書 

⑨ 労務者の確保計画       ・・・・ 様式第８号 

１） 下請けを予定している業者への注文書（仮） 

・下請けを予定する労務者の工種、職種、人員、単価等の内容及び工事仕様条件書 

・下請けを予定している労務者を使用する期間（工期） 

２） 下請けを予定している業者からの請書（仮） 

・下請けを予定している労務者の工種、職種、人員、単価 

・下請けを予定している労務者の名簿 

・下請けを予定している労務者を派遣する期間（工期） 

⑩ 工種別労務者配置計画     ・・・・ 様式第９号 

１）  労務者の配置計画に要する作業予定工程表 

1. 労務者の確保計画との整合 

⑪ 過去３年間に施工した 

  公共工事一覧         ・・・・ 様式第１０号 

⑫ 建設副産物の搬出地      ・・・・ 様式第１１号 

１） 建設廃棄物処理運搬を下請けする場合は、下請業者の許可を証明する書面 

２） 廃棄物処理を予定している業者の処分業許可を証明する書面及び注文書 

⑬ 確約書 

    ※ 提出資料事項の遵守、及び今回の低入札価格調査に係る提出書類に疑義があった

場合は、今後の低入札価格の落札候補者になりえない旨を記載する。 

⑭ その他（必要に応じて提出させるもの） 

１） 施工体制全般  

・予定施工体系図 

・予定現場組織表（工事作業所災害防止協議会を含む） 

２） 諸費用見込み額 

・共通仮設費について、安全管理に要する経費の計上内訳書 

※ 交通誘導員の配置計画（警備会社への注文書） 

・現場管理費について、法定福利費・各種保険料・租税公課・従業員給与手当・下

請外注費等の必要経費の計上内訳書 

・一般管理費について、法定福利費・各種保険料・租税公課・従業員給与手当・光

熱水費・契約保証費・通信交通費・減価償却費等の必要経費の計上内訳書   

３） 施工単価 

    ・ 見積もり施工単価の算出根拠（サイクルタイムからの掘削、運搬等の土工量の日

当たり作業量を見積もり単価に反映させた根拠：見積単価の日当たりの作業量と

標準作業量との比較により、適正な作業量の確認） 


